
報告第３号 袖ケ浦市の農地の賃借料情報 

 

農地法（昭和２７法律第２２９号）第５２条の規定基づき農業委員会による

農地の賃借料情報を提供するものである。 

  

令和７年１月から令和７年１２月までに締結（公告）された袖ケ浦市の農地

の賃借料水準（１０ａ当たり）は次のとおりである。 

 

 

 令和８年３月９日 

 

                        袖ケ浦市農業委員会 

 

 １ 田（水稲）の部 

 

 ２ 畑の部 

 

※１ データ数は、集計に用いた農地の筆数である。 

※２ 賃借料を物納支給（水稲）としている場合は、６０ｋｇ当たり３０，０００円に換

算している（君津市農業協同組合の買取価格）。 

※３ 金額は、集計結果を四捨五入し１００円単位としている。 

※４ 「（参考）袖ケ浦市平均」の平均額は、データ数による加重平均の値である。 

締結（公告）された地域 平均額 最高額 最低額 データ数 備 考 

袖ケ浦地区 15,000 円 15,000 円 15,000 円 64  

平川地区 25,100 円 30,000 円 22,500 円 4  

（参考）袖ケ浦市平均 15,600 円 － － 68  

締結（公告）された地域 平均額 最高額 最低額 データ数 備 考 

袖ケ浦地区 11,500 円 19,000 円 8,700 円 5  

平川地区 14,400 円 20,000 円 8,500 円 25  

（参考）袖ケ浦市平均 13,900 円 － － 37  


